
専門的知識・技術を持って、入浴、排せつ、食事その他の介護等を行うことを業とする者

専門的知識・技術を持って、心身の状況に応じた介護等を行うことを業とする者

「その担当する者に、認知症であること等の心身状況その他の状況に応じて、福祉サービス及びこれに関連する保健医療
　サービスその他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療
　サービスを提供する者その他の関係者との連携を保たなければならない。」

○ 本流支援に向けた大変革へ○ 本流支援に向けた大変革へ

11月28日に参議院を通過した介護福祉士法を一部改正する法案。今回は、この改正案の中で気になる点があった
ところを紹介したい。

「定義規定の見直し」

〈現行〉

〈改正案〉

「義務規定の見直し」

〈現行〉

◆ 信用失墜行為の禁止

〈改正案〉

◆ 誠実義務

◆ 秘密保持義務

◆ 連携

「医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない」

「その担当する者が個人の尊厳を保持し、その有する能力及び適正に応じ自立した日常生活を営むことが
　できるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。」

◆ 信用失墜行為の禁止

◆ 秘密保持義務

◆ 連携

◆ 資質向上の責務

「介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければ
　ならない。」

◆ 名称の使用制限

◆ 名称の使用制限

介護保険法の目的や社会福祉法の理念には「有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするもの…」と明記

されている。更にこの文言は、介護保険法に定められている各事業の基本方針においても明記されている。　　　　　　　　　

これは、私たち専門職が仕事をするときに遵守すべき法令、そして私たち専門職が仕事を成している事業所や施設の目指すべき

方向、そのどちらにも同じ文言が明記されているということだ。　　　　　　　　　　　　　　                 　　　　　　

そして今回の介護福祉士法の改正において、この文言が介護福祉士の義務規定の誠実義務として明記された。       　　　　　

そこに示されたものは、食事、排せつ、入浴その他の介護（だけ）を行うことが支援専門職の仕事ではなく、様々な障害によっ

て自立した日常生活を営めなくなった人たちに対して、営むことができるようにする（維持したり、取り戻す）ことが私たち支

援専門職の仕事であり、果たすべきことだというものだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

さあ、僕と同じ専門職のあなた、国や行政、職場の上司、同僚を責める前に、自分自身が「専門職として自分が成すべき支援と

は」といった基本的なことを突き詰めて考えようじゃないですか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

現実にめげたり、苦しんだりすることが多いでしょうが、諦めずに追求を！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

そんなあなたの追求が、お女中さん（何でもやってあげる）介護から、本流支援に向けた大変革につながるのだから…。

2008.04.01

日　時：　２００８年４月１９日（土）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　１０：００～１７：００　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
場　所：千葉市社会福祉研修センター　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　千葉市中央区千葉寺町1208-2　
　　　　　　ハーモニープラザ２階

お待たせいたしました。連絡会にて研修会を開催いたします。研修の内容は、以下の
通り皆様の参加をお待ちしております。

参　加　費　無　料　　
　　　　　　　　　　　
定　員　２０名

「ICF」のホントのところ知ってますか？
～面白くて、考えさせられて、そして実践に役立つ集中６時間の講義＆演習～

ICF（国際機能分類）って最近よく耳にしませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今この業界ではICFが注目され、ICFに関する研修会も数多く開催されていますが、ICFって新しく開発されたアセ
スメント方法であり、新しいアセスメント方法ってだけのものなのでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　
本研修では、「ICFって難しいし、実践に取り入れるのは無理」と思っている方やICFに興味を持っている方、または
ICFが苦手な方にとって、ICFの“本質”を理解するとともに、講義＆演習をとおしてICFが実践で役立つことを知る
機会にしたいと考えています。

　　　　講師　渡邊　祐紀　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　      目白大学短期大学部　　

　　　　　　　　　　　　　　　  生活科学科　　　　

　　　　　　　　　　　　　　    生活福祉コース　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　専任講師　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

看護師、保険師。2003年まで認知症介護研究・研修東京

センターにて、認知症介護指導者養成研修に携わる。　

その後、NPO法人認知症ケア人材育成ネットワーク・紡

屋本舗にて、認知症ケア人材育成（研修事業）に講師と

して携わりながら、現在は目白台学短期大学部生活科学

科・生活福祉コースの専任講師として次世代を担う学生

たちの人材育成に力を注いでいる。

※　研修終了後、懇親会を企画しています。

※　懇親会は、懇親会参加費がかかります。

研修会のお申し込み・問い合わせ先

認知症の人を支援する専門職千葉連絡会　事務局

グループホーム　リブ花見川　内　http://www.ninchishou-chiba.com

TEL  043-286-3881    FAX  043-286-3923

語り合おう！仲間と共に!!

どこの事業所？何の職種？そんなことは関係なく皆で、いろいろなことを語り合える場！　　
「連絡会の夜会」を開催しています。なにを話そうか？誰と話そうか？そんな心配はいりません
。普段なかなか話せない“職場”で感じていること、支援上の疑問、悩み等、他職種・他の立場の人
はどんなことを考えているのか？皆さん結構っ聞きたいけれど聞けない、聞く機会がないなん
て思ってませんか。何でも誰とでも気軽に話せるそんな「連絡会の夜会」是非参加してみてくだ
さい。そして、大切な仲間を一緒に作りましょう!!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（毎回連絡会関係者がゲストで参加します。）

～2008年　5月以降vol.3開催予定～

「連絡会の夜会」のお問い合わせ先　

認知症の人を支援する専門職としての個々人の自覚、社会的認知度を向上させるためにも介護福祉士法の改正内容をきちんと受け
止めて、今後の支援に活かしていくことが必要ではないでしょうか。専門職の皆様一緒に考え、そして実践していきましょう。 　
(以下の内容は当連絡会ＨＰ、～運営委員長の小言～というブログで、当連絡会運営委員長梅本聡が「本流支援に向けた大変革へ」
というタイトルで、07.12.19に書き込んだ文章を転記したものです。)

グループホーム はすぬま TEL  0475-86-2181   
連絡会の夜会担当

　

今回、連絡会初の広報誌を発行する時期が予定

より大幅に遅れましたことをお詫び申し上げま

す。当連絡会広報誌を発行するにあたり、専門

職の皆様に役立つものを掲載したいという思い

で作成しました。　　　　　　　　　　　　　

現在、認知症の状態にある人は全国に170万人

、じきに350万人になるといわれています。　

そんな待ったなしの時代だからこそ、専門職の

皆様の実践そのものが、認知症の状態になって

も街の中で安心して暮らしていける社会づくり

の中心的役割を果たすものであると思います。

そんな専門職の皆様の実践力向上に役立つ広報

誌づくりに今後少しづつですが努力してまいり

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　鶴岡・永嶋



平成１８年１２月２１日（木）　千葉市若葉文化ホールにて、ﾄｰｸﾊﾞﾄﾙには、和田行男さん、林田俊弘さんをお招きし
開催しました。産声を上げたばかりの連絡会の「つどい」に当日、１４０名もの皆様にお集まりいただき連絡会を
スタートさせることができました。皆様本当にありがとうございました。

「認知症と火」

専門職の皆様、ちょっと立ち止まって考えてみては…。という提案です。　　　　

普段、様々な事業所等で認知症の人を支援している専門職の皆様、今回は「傾聴」

について普段できているかみんなで考えてみたいと思います。日常認知症の人に

声掛けをする場面はよく見かけると思いますが、でも実に一方的で、認知症の人が

本当は何を話し、伝えようとしているかしっかり聴いているという場面は、あまり見

かけないように思います。話を聴くことだけにとどまらず、観察することも重要で

すが今回は話を聴いてみようという提案です。　　　　　　　　　　　　　　　

このコーナーを読んでいただけた専門職の皆様、もし「できていないかな？」　　

「普段、そんな時間なんてなかったな？」などなど、気づいていただけたら実践に

生かしてみてはどうでしょうか。意外な事実を知ることができるかもしれませんね。

平成１９年４月２１日（土）　千葉県教育会館大ホールにて第２回連絡会の「つどい」を開催しました。基調講演、シンポジウム等に
長谷川式認知症スケールHDS-Rの開発者である長谷川和夫先生、研修講師に 日本介護福祉士会副会長、現グループホーム 
宅老所あんのん代表白仁田敏史氏、シンポジウムに東京都グループホーム連絡会事務局長の和田行男氏、東京都グループ 
ホーム連絡会代表の林田俊弘氏をお招きし 「認知症と火」 をテーマにお話をいただきました。vol.1の参加者１４０名を大幅に 
越える ２４０名の専門職の方々にも参加いただき、意義のある研修会となりました。

「仲間になりませんか？」

連絡会のつどいの詳細は、等連絡会ホームページにて閲覧できます。是非、ご覧ください。                   
                                                                 http://www.ninchishou-chiba.com

□ 団体会員　5000円（年会費）　　　　　　　

□ 個人会員　2000円（年会費）　            

                どちらでも入会できます。

専門職のネットワークづくり、仲間を作りましょう！

お問い合わせ先

〒262-0046　千葉市花見川区花見川3-29-201　　　　　　　　　　　　　       

  認知症の人を支援する専門職千葉連絡会　事務局（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑリブ花見川内）　　

　　　　　　　　　　TEL 043-286-3881　　FAX 043-286-3923

当連絡会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからも、入会申込書

をダウンロードできます!

※ 傾聴…耳を傾けて、熱心に聞くこと。

》　》　》　》　》

　　　                    
      　

○業界の最新情報満載のブログ   　　　　

○運営委員長の小言（ブログ）     　　　　

○悩みや疑問など何でも書き込める掲示板 

○連絡会独自の活動（研修等）の案内  　　

　など、内容盛りだくさんです。

 http://ninchishou-chiba.com
《ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ》
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